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議 会 規 則 

 

滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年４月26日 

滋賀県議会議長  岩  佐  弘  明 

滋賀県議会規則第１号 

滋賀県議会会議規則の一部を改正する規則 

滋賀県議会会議規則（昭和31年滋賀県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第124条中「、印刷して」を削る。 

付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

  

 

令和 4 年（ 2022 年）  

4 月 2 6 日 

号 外 ( 3 ) 

火 曜 日 

 

（※印は、県例規集に登載するもの） 

 

県 章 

 

毎週火・金曜 2回発行 

○ 
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